
船舶事故調査報告書 

平成２８年１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年２月２６日 ０４時４０分ごろ 

発生場所 島根県隠岐の島町西郷港 

 西郷港姫島灯標から真方位２６４°３３０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°１１.７′ 東経１３３°２０.１′） 

事故の概要 漁船明信
みょうしん

丸は、北西進中、浅所に乗り揚げた。 

明信丸は、船首部に凹損が生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１０月５日、調査を担当する主管調査官（広島事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 明信丸、９５トン 

 １３１８０２、鳥取県漁業協同組合 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船首約２.４ｍ、船尾約３.８ｍの喫水で、自動操舵により

約８.５ノットの対地速力で北西進中、船橋の椅子に腰を掛けて単独

で船橋当直についていた船長が居眠りに陥り、西郷港の浅所に乗り揚

げた。 

 船長は、疲労や睡眠不足等はなかった。 

 船長は、本事故時、周囲に航行の支障となる船舶を見掛けなかった

ので気が緩み、眠気を感じるようになった。 

分析  本船は、船長が、周囲に航行の支障となる船舶を見掛けなかったの

で気が緩み、居眠りに陥ったことから、西郷港の浅所に乗り揚げたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、

本船が西郷港の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・椅子に腰を掛けて操船する場合、時々椅子から立ち上がって操船

するなど、居眠り運航を防止する工夫をすること。 

 


